
令和５年度

関東地区土地政策推進連携協議会通常総会 次第

日 時：令和５年５月１６日（火）１４：００～１５：３０

場 所：さいたま新都心合同庁舎２号館 ５階 共用大会議室５０１（Web開催併用）

１．開 会

２．挨 拶

・関東地方整備局用地部長 挨拶

３．議 題

（１）規約の変更等について               （資料１）

（２）令和４年度事業報告について            （資料２）

（３）令和５年度事業計画（案）について         （資料３）

４．その他                        （資料４）

５．閉 会

































































２．用地取得業務に関する官民連携
2021.10.28 第44回国土審議会土地政策分科会企画部会資料
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２．用地取得業務に関する官民連携

補償コンサルタントの認知度アップの取り組み」

動画・漫画 JCCA 一般社団法人日本補償コンサルタント協会 (jcca-net.or.jp)

【動画】

【漫画】

[2022年1月発行】 [2020年4月発行】
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http://www.jcca-net.or.jp/page-3207/




２．用地取得業務に関する官民連携

（一社）日本補償コンサルタント協会関東支部について

3.補償コンサルタント業務に関する調査、研究及び受託
（１）本部補償業務委員会との協力
（２）支部補償業務委員会における検討
（３）補償相談・質問等
会員や起業者からの相談について事務局及び補償業務委員会で対応しています。

（４）補償コンサルタント業務の受託

4.補償業務に関し公共事業の施行者等に対する連絡、協力及び建議
（１）補償コンサルタント業界を巡る課題についての要望活動
支部は関東地方整備局、関東地区用地対策連絡協議会及び関東地区土地政策推進連携
協議会へ、各都県部会は各地方公共団体及び各地区用地対策連絡協議会へ「要望書」
とリーフレット類により、要望活動を実施しています。

（２）官民連携に関する事業への協力
土地政策推進連携協議会による市区町村支援のために、協力会員として研修講師を派
遣するなど、支援を行っています。また、新たに法整備された所有者不明土地法を活
用できるように新たな事業展開に参画し、補償コンサルタントの経験や知識が反映さ
れるよう努めています。

（３）補償コンサルタント業務に関する起業者との意見交換
支部は関東地整、関東地区用地対策連絡協議会及び関東地区土地政策推進連携協議会
と、各都県部会は各都県及び各都県地区用対連との意見交換を実施しています。

（４）地区用対連との意見交換（補償業務委員会）
地区用対連の見解が必要と思われる損失補償算定標準書の取扱及び補償基準運用上の
疑義点を取り纏め、意見交換会を継続して実施、情報の共有に努めています。38



２．用地取得業務に関する官民連携

（一社）日本補償コンサルタント協会関東支部について

5.補償コンサルタント業務に関する機関誌、図書及びその他の刊行物の出版、頒
布
（１）関東支部広報誌「Ｓｉｔｅ－Ｐ」の発行（会員・企業者に配布）
（２）損失補償算定標準書の印刷配布（会員）

6.補償コンサルタント関連業務に関する情報提供等の事業
（１）関東支部ニュースレターの発行（会員に配布）
（２）支部報、ホームページによる情報提供

7.その他本会の目的を達成するために必要な事業
（１）支部通常総会の開催
（２）東日本ブロック会議
（３）公正な取引の確保のための講習会
（４）人材確保対策事業への参画
（５）その他
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２．用地取得業務に関する官民連携

（一社）日本補償コンサルタント協会関東支部について

https://www.kanto-jcca.com/

一般社団法人 日本補償コンサルタント協会 関東支部へお問い合わせ・ご相談ください
Japan Compensation Consultant Association
〒110-0005
東京都台東区上野3-17-9 タイムビル2 4F TEL：03-5818-7221 FAX：03-5818-7224
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不動産登記法の改正（所有者不明土地等関係）の主な改正項目について

1 問題の所在 I ※ 所有者不明土地とは・・・

所有者不明土地（※）の主要な発生原因は、 ①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

相続登記の未了や住所変更登記等の未了とされている
②所有者が判明しても、 その所在が不明で連絡が付かない土地

-
疇公共事業、 復旧・復興事業、 民間取引などの土地の利用を阻害

■民法等の一部を改正する法律 (R3.4.21成立、 4.28公布）

所有者不明土地の発生を予防する観点から、その主要

な発生原因である相続登記の未了や住所変更登記等

の未了に対応するため、不動産登記法を改正

1 主な改正項目

1 相続登記の未了への対応 l
〇 相続登記の申請の義務化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• •4~10

・ 正当な理由のない申請漏れは1 0万円以下の過料の罰則の対象

〇 申請義務の実効性を確保するための環境整備策の導入
・ 簡易な義務履行手段として、 相続人申告登記を新設 …………••…… •4

※ あわせて相続関係の登記手続を簡略化（単独申請可能な場面を拡充）

・ 登記漏れを防止する観点から、 所有不動産記録証明制度を新設 ・ ・11

〇 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示制度の新設 ・ ・12

屋沼むr止皿！、！ば閃ぼ蕊冗．1；閲翔翫回匹亘

一
所有者不明土地の割合

(R2国交省調査） 24O/。

原因I 相続登記の未了 I 63% 

〇 住所変更登記等の申請の義務化 ………13

・ 正当な理由のない申請漏れは5万円
以下の過料の罰則の対象

〇 実効性確保のための環境整備策の導入
・ 登記官が、 他の公的機関から取得し

だ情報に基づき、 職権的に住所変更登
記等をする新たな仕組みを導入 …13~16

〇 所有権の登記の登記事項に関する規定の新設（法人につき会社法人等番号、外国居住者につき国内連絡先を追加）…15、17

0 形骸化した登記（登記された存続期間が満了している地上権等の権利に関する登記）の抹消手続の簡略化 …… 18~19

0 DV被害者等の保護のための登記事項証明書等の記載事項の特例の新設 ………………………………………………………………20

〇 登記簿の附属書類の閲覧の可否の基準の合理化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• •20

【資料４】
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